
高
齢
者
お
で
か
け
応
援
事
業
の

ギ
フ
ト
カ
ー
ド

受
け
取
り
は
５
月
29
日
㈮
ま
で

　

65
歳
以
上
の
人
へ
「
ゆ
う
パ
ッ
ク
」

で
お
届
け
し
ま
し
た
。
受
け
取
れ
て

い
な
い
人
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

受
取
期
限

　

５
月
29
日
㈮
ま
で

問
合
先　

高
齢
者
お
で
か
け
応
援
事

業
事
務
局

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
２
６

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
２
８
４

８
年
度
日
本
赤
十
字
社
活
動

資
金
を
募
集

　

日
本
赤
十
字
社
で
行
う
災
害
発
生

時
の
救
護
や
海
外
で
の
救
援
活
動
な

ど
の
活
動
資
金
は
、
会
費
や
寄
付
を

あ
わ
せ
た
活
動
資
金
で
支
え
ら
れ
て

い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
ご
支
援
を
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
先　

日
本
赤
十
字
社
大
阪
府
支

部
門
真
市
地
区
（
福
祉
政
策
課
内
）

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
９
３

手
話
こ
れ
か
ら
講
座
受
講
生

を
募
集

と
き

　

６
月
13
日
㈯
・
20
日
㈯
・
27
日
㈯ 

午
前
９
時
30
分
～
11
時
30
分

と
こ
ろ　

市
立
公
民
館

講
師　

門
真
市
身
体
障
害
者
福
祉
会 

ろ
う
あ
部
会
、
門
真
市
手
話
サ
ー

ク
ル
「
く
す
の
木
」

対
象　

中
学
生
以
上
で
市
在
住
・
在

勤
の
人

費
用　

無
料

申
込
期
間　

５
月
１
日
㈮
～
６
月
５

日
㈮

申
込
方
法　

電
話
、
申
込
フ
ォ
ー
ム
、

本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
公
式

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
か
ら
申
し
込
み

第
21
回
門
真
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

　

市
内
で
活
動
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、

市
民
活
動
団
体
、
障
が
い
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
所
な
ど
に
よ
る
楽
し
い
イ

ベ
ン
ト
が
盛
り
だ
く
さ
ん
で
す
。

と
き　

６
月
７
日
㈰

　

午
前
10
時
～
午
後
3
時

と
こ
ろ　

リ
サ
イ
ク
ル
プ
ラ
ザ

申
込
・
問
合
先

　

門
真
市
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
４
５
３

タ
ブ
レ
ッ
ト
を
使
っ
た
健
康

教
室

　

タ
ブ
レ
ッ
ト
の
使
い
方
を
覚
え
て
、

ズ
ー
ム
で
健
康
教
室
を
受
講
し
ま
し

ょ
う
。

と
き

　

５
月
14
日
㈭
・
21
㈭
・
29
日
㈮
、

６
月
4
日
㈭
（
全
４
回
）

　

午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分

と
こ
ろ　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

対
象　

市
在
住
で
60
歳
以
上
の
人

費
用　

無
料

申
込
方
法

　

５
月
11
日
㈪
ま
で
に
電
話
ま
た
は

直
接

申
込
・
問
合
先

　

老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
６（
６
９
０
３
）７
７
７
１

脳
の
健
康
診
断

　

（
フ
ァ
イ
ブ
・
コ
グ
）

　

認
知
機
能
の
変
化
を
測
定
し
、
脳

の
鍛
え
方
を
教
え
て
も
ら
い
ま
す
。

と
き

　

５
月
29
日
㈮
、
６
月
５
日
㈮

　

（
全
２
日
）

※
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
11

時
30
分

と
こ
ろ

　

南
部
市
民
セ
ン
タ
ー

対
象　

65
歳
以
上
の
人
で
２
月
開
催

分
に
参
加
し
て
い
な
い
人

費
用

　

１
５
０
円
（
用
紙
代
）

申
込
方
法

　

５
月
28
日
㈭
ま
で
に
電
話

問
合
先

　

門
真
第
５
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー

　

☎
０
７
２（
８
８
３
）３
３
３
４

中
学
生
議
会

　

参
加
者
を
募
集

　

市
役
所
の
仕
事
や
市
議
会
の
仕
組

み
、
役
割
を
学
び
、
日
頃
か
ら
疑
問

に
感
じ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
市
長
に

質
問
・
提
案
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

本
会
議　

８
月
22
日
㈯

　

午
前
10
時
か
ら

※
事
前
に
学
習
会
２
回
と
リ
ハ
ー
サ

ル
あ
り

と
こ
ろ

　

議
場
（
市
役
所
本
館
１
階
）

対
象

　

市
在
住
の
中
学
生

募
集
人
数　

20
人

※
申
込
多
数
の
場
合
は
抽
選

納
税
通
知
書
を
５
月
上
旬
に

発
送

　

納
税
通
知
書
は
お
問
い
合
わ
せ
の

際
や
確
定
申
告
な
ど
に
必
要
で
す
。

大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　

毎
年
１
月
１
日
現
在
の
所
有
者
に

課
税
さ
れ
ま
す
。

減
免
申
請
の
対
象

　

一
定
の
要
件
を
満
た
す
人

※
詳
し
く
は
納
税
通
知
書
に
同
封
の

チ
ラ
シ
を
参
照

申
請
方
法　

６
月
１
日
㈪
ま
で
に
納

税
通
知
書
お
よ
び
全
て
の
納
付
書
、

身
元
確
認
書
類
、
個
人
番
号
確
認

書
類
を
持
参

※
本
人
に
よ
る
申
請
や
来
庁
が
困
難

な
場
合
は
問
い
合
わ
せ

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
１
８

◆
軽
自
動
車
税

　

毎
年
４
月
１
日
現
在
の
所
有
者
ま

た
は
使
用
者
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

４
月
２
日
以
降
に
名
義
変
更
や
廃

車
の
手
続
き
を
し
て
も
、
そ
の
年
度

分
は
課
税
さ
れ
、
払
い
戻
し
は
で
き

ま
せ
ん
。

減
免
申
請
期
限　

６
月
１
日
㈪
ま
で

対
象

　

身
体
に
障
が
い
が
あ
る
な
ど
一
定

の
要
件
に
該
当
す
る
人

※
１
人
１
台
に
限
る

※
継
続
減
免
の
制
度
あ
り

※
申
請
に
必
要
な
物
な
ど
は
納
税
通

知
書
に
同
封
の
チ
ラ
シ
を
参
照

問
合
先　

課
税
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
８
７
４

　

お
問
い
合
わ
せ
の
際
は
、
お
手
元

に
納
税
通
知
書
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

７
年
度
の
市
税
に
納
め
忘
れ

は
あ
り
ま
せ
ん
か

　

税
金
を
納
め
忘
れ
て
い
る
人
や
納

付
が
困
難
な
場
合
は
早
め
に
収
納
課

ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

収
納
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
３
５

軽
自
動
車
税
（
種
別
割
）
を

納
付
後
、
す
ぐ
に
車
検
を
受

け
る
場
合

　

納
付
直
後
、
軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ
に
納
付

状
況
が
反
映
さ
れ
る
ま
で
、
納
付
か

ら
２
～
３
週
間
程
度
か
か
り
ま
す
。

口
座
振
替
で
納
付
し
た
人
で
、
す
ぐ

に
納
税
証
明
書
が
必
要
な
場
合
は
、

お
手
数
で
す
が
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

収
納
課　

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
９
２
５

申
込
方
法　

５
月
25
日
㈪
ま
で
に
原

稿
用
紙
に
４
０
０
字
程
度
の
作
文

と
住
所
、
氏
名
、
ふ
り
が
な
、
学

校
名
、
学
年
、
電
話
番
号
を
記
入

の
う
え
郵
送
（
消
印
有
効
）
ま
た

は
申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
し
込
み

※
作
文
の
テ
ー
マ
…
教
育
・
ま
ち
づ

く
り
・
福
祉
・
魅
力
な
ど
を
テ
ー

マ
に
し
た
「
門
真
の
未
来
を
考
え

よ
う
～
あ
ん
な
ま
ち
・
こ
ん
な
ま

ち
～
」

※
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
参
照

申
込
・
問
合
先

　

〒
５
７
１
︲
８
５
８
５

　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）５
６
４
８

市
人
権
講
座
「
と
も
に
生
き
る
」

①
５
月
１
日
～
７
日
は
「
憲
法
週
間
」

　

毎
年
５
月
３
日
の
「
憲
法
記
念
日
」

を
含
む
５
月
１
日
～
７
日
の
１
週
間

を
「
憲
法
週
間
」
と
し
、
全
国
各
地

で
さ
ま
ざ
ま
な
普
及
・
啓
発
活
動
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。
市
で
は
弁
護
士

を
お
招
き
し
、
講
演
会
を
開
催
し
ま

す
。

と
き　

５
月
21
日
㈭

　

午
後
３
時
～
４
時
30
分

※
手
話
通
訳
あ
り

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
容　

門
真
の
多
文
化
共
生
社
会
を

と
も
に
つ
く
ろ
う

講
師　

岡
本
英
樹
（
大
阪
弁
護
士
会

弁
護
士
）

②
６
月
は
「
就
職
差
別
撤
廃
月
間
」

と
き　

５
月
26
日
㈫

　

午
後
３
時
～
４
時
30
分

※
手
話
通
訳
あ
り

と
こ
ろ　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

内
容　

外
国
人
社
員
が
働
き
や
す
い

職
場
づ
く
り
の
た
め
に

講
師　

上
田
修
三
（
大
阪
企
業
人
権

協
議
会
講
師
）

◆
共
通

費
用　

無
料

申
込
方
法　

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は

申
込
フ
ォ
ー
ム
か
ら
申
込

※
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合
は
住
所
、
氏
名
、

電
話
番
号
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
番
号
を
記
入

し
て
送
信

申
込
・
問
合
先　

人
権
市
民
相
談
課

　

☎
０
６（
６
９
０
２
）６
０
７
９

　

FAX
０
６（
６
９
０
５
）３
２
６
４

市役所の時間外・日曜相談窓口（５月）
相談内容 とき 持ち物・業務内容・問合先など

マイナンバー

15日㈮
午後５時30分～７時
10日㈰・31日㈰
午前９時～正午

業�務内容
　マイナンバーカードの交付・再交付、電子証明

書の発行・更新、暗証番号の再設定・ロック解
除、マイナンバーに関する相談

※�混雑時は待ち時間が発生する場合あり
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）５８２１

国民年金 31日㈰
午前９時～正午

業�務内容
　国民年金加入、免除申請など
持�ち物
　基礎年金番号通知書またはマイナンバーカード

など
※�離職した人は離職票、代理申請は委任状が必要
相談・問合先　市民課
　☎０６（６９０２）６００５

市税
国民健康保険料
後期高齢者医療保険料
介護保険料納付

31日㈰
午前９時～正午

持�ち物
　�運転免許証など本人確認ができる物
相談・問合先　収納課
　☎０６（６９０２）５９３５

自動車税（種別割）の納付期限は６月１日㈪ 現金またはキャッシュレスでも納付ができます。問合先　自動車税コールセンター　☎（０５７０）０２０１５６

　職種や採用予定人数、受験資格などは、決まり
次第市ホームページでお知らせします。
８年度採用試験のポイント
　AI面接を導入し、より公平・公正な試験を実施
申込・問合先　人事課　☎０６(６９０２)５７０２

８年度門真市職員採用試験

税

金

福

祉

人

権

申込フォームは
こちら

1

人人権権擁擁護護委委員員制制度度 広広報報キキャャララククタターー

たたばばみみんん

①
の
申
込
フ
ォ
ー
ム

は
こ
ち
ら

②
の
申
込
フ
ォ
ー
ム

は
こ
ち
ら

全国一斉「人権擁護委員の日」

特設人権相談

　門真地区人権擁護委員会では、特設人権
相談窓口を開設します。気軽にご相談くだ
さい。秘密は厳守します。
とき　６月１日㈪
　午前10時～正午、
　午後１時30分～３時30分
ところ　応接室
　（市役所本館３階）
相談員
　人権擁護委員
問合先
　人権市民相談課
　☎０６(６９０２)６０７９
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